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委員からの意見・質問、それ
に対する回答等

意　見　・　質　問 回　　　　　答

別紙のとおり 別紙のとおり

０　件

０　件

０　件

０　件

０　件

（備考）
　
　今回の審議対象期間においては、
再苦情の申立て及び同審議依頼は
なし。

１　件

０　件

０　件

１　件

０　件

０　件

　平成２６年　４月　１日　～　平成２６年　９月３０日

　委員長　　山尾　佳史（公認会計士・税理士）
　委 　員　　浦崎　威（弁護士）
　委 　員　　竹林　正宏（(一財)富山県建築住宅センター専務理事）

　平成２６年１１月２０日（木）　事務局１階入札室

３　件

３　件

１　件

様式７

工　　　　事（小計）

設計・コンサルティング業
務（小計）

開催日及び場所

委　　　　　　　　員

審議対象期間



別 紙 

質  問 回  答 

 

１．国立大学法人富山大学において発注した

建設工事について 

 （施設企画部より説明） 

 

・特になし。 

 

 

２．国立大学法人富山大学において発注した

設計・コンサルティング業務について 

 （施設企画部より説明） 

  

・特になし。 

 

 

３．指名停止等の措置状況について 

（施設企画部より説明） 

 

・特になし。 

 

 

４．審議対象工事及び設計・コンサルティン

グ業務の抽出結果について 

 （山尾委員長より説明） 

 

・特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 紙 

質  問 回  答 

 

５．建設工事及び設計・コンサルティング業

務における抽出案件の審議 

（１）一般競争入札方式 

【富山大学（杉谷）講義実習棟改修機械設備工事】

 

低入札価格調査について詳しく教示願い

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接工事費のどの項目で約 70,000 千円の

違いがあったか。 

 

 

 

低入札価格調査を実施する際は、各項目の

価格比較表などを整備し、この価格で施工可

能となる根拠を具体的に示させる必要があ

るのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象会社から提出があった、入札事情

説明書を基に聞き取り調査した結果、通常の

取引価格にて入札金額を提示したもので、特

に低く入札金額を提示したわけではない。 

また、直接工事費における資材・機器につ

いては、東京本社にて全国の施工現場の資

材・機器を一括にて購入する関係から安価に

購入できたとの回答であった。 

 

 

空調設備で約 30,000 千円、衛生設備で約

28,000 千円、屋外給排水設備で約 12,000 千

円の合計 70,000 千円の違いがあった。 

 

 

了解した。今後は、施工可能となる具体的

根拠を示した書類整備を実施する。 

 

 

 

 



別 紙 

質  問 回  答 

 

（２）一般競争入札方式 

【富山大学附属病院中診・外来棟改修その他機械設

備工事】 

 

契約締結までに時間を要しているが、どう

してか。 

 

 

 

再々度、入札公告を実施しても良かったの

ではないか。 

 

 

 

 

 

不落随契での契約相手方の選定について

は、選定過程など客観的に見ても分かるよう

に書類整備の必要があるのではないか。 

 

 

 

（３）随意契約 

【富山大学（五福）人文学部校舎等エレベーター改

修工事】 

  

今回の部分改修工事について、新設（取替）

工事との価格比較等の検討をしたのか。 

 

 

 

 

 

  

企業の選定及び見積金額の積算並びに価

格の面で折り合いがつかず、不測の時間を要

した。 

 

 

 結果的には、再々度入札公告した場合と同

時期の契約になると思われるが、仮に再々度

入札公告を実施し不調不落になった場合、更

に不測の日数を要することが懸念されるた

め、再々度の入札公告は実施しなかった。 

 

 

 了解した。今後は、客観的に見ても分かる

ように書類の作成方法を検討し、書類整備を

実施する。 

  

 

 

 

 

 

 

部分改修と新設（取替）工事についての比

較検討を行った結果、エレベーターの利用者

のことも考え、新設（取替）より部分改修の

方が工期も短く終わり、更に、価格について

も新設（取替）より安価になることが確認で

きたため、部分改修を実施することとした。
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